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「銀行取引規定」 新旧対照表（改定日:2024 年 11 月 21 日） 

改定後 改定前 

 

銀行取引規定 

第1条 取引条件 

1. バンキングサービスを利用するためには、当社にお客さま名

義の普通預金口座を開設する必要があります。 

 

2. 以下の目的で利用することはできません。 

   (1) 事業目的 

(2) 仮想通貨取引所を通さない暗号資産の個人間取引

（暗号資産Ｐ２Ｐ取引） 

(3) その他、銀行が法令もしくは公序良俗に反する行為

と判断した取引 

 

3. 当社は、以下の事由に該当する場合は、本規定に基づく取 

引に係る契約その他一切の契約の締結に応じないものとし

ます。 

 

 

第3条 取引内容 

 

銀行取引規定 

第1条 取引条件 

1. バンキングサービスを利用するためには、当社にお客さま名

義の普通預金口座を開設する必要があります。 

 

2. 事業目的での口座利用はできません。 

 

 

 

 

 

 

3. 当社は、以下の事由に該当する場合は、本規定に基づく取 

引に係る契約その他一切の契約の締結に応じないものとし 

ます。 

 

 

第3条 取引内容 
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改定後 改定前 

1. モバイルアプリ取引 

普通預金口座開設取引、振替・振込取引、普通預金取

引、定期預金取引、外貨普通預金取引、外貨定期預金取

引、ローン取引、スマホＡＴＭ，口座情報の照会、届出

情報の変更、その他当社の指定する取引 

 

 

（2024年11月21日現在） 

                                         

 以上 

 

1.モバイルアプリ取引 

普通預金口座開設取引、振替・振込取引、普通預金取

引、定期預金取引、スマホＡＴＭ，口座情報の照会、届

出情報の変更、その他当社の指定する取引 

 

 

                 （2022 年 6 月 1 日現在） 

 

 

以上 

                   

 

※上記は改定部分のみを記載しています。 


